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第１章 計画の基本的な考え方

第１節 計画の背景

１９９７年（平成９年）に地球温暖化防止京都会議（ＣＯＰ３）で採択された京都議定書が

２００５年（平成１７年）に発効し、我が国では２００８年から２０１２年の期間に１９９０

年のレベルから６％削減することが義務付けられました。

国では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下「温対法」という。）」が平成１０

年１０月に公布され、国、地方公共団体、事業者及び国民の義務や取り組みの基本事項が明ら

かにされたほか、地方公共団体（都道府県及び市町村）においては、その事務及び事業に関し

温室効果ガス排出抑制などのための措置に関する計画を策定することが義務づけられました。

その後、度重なる改正を経て、事業者による報告制度の創設や温室効果ガスの種類に三ふっ化

窒素（NF3）を追加するなど、対策が強化されました。

また、多方面でのエネルギー使用の合理化を総合的に進めるため策定された「エネルギーの

使用の合理化等に関する法律」（以下「省エネ法」という。）が平成２０年に改正され、対策

の強化が図られています。この改正により、ある一定量以上のエネルギーを使用する事業者は

「特定事業者」として指定されることになり、本市は、平成２２年９月１５日付けで市長部局

が特定事業者として指定されました。

そうした中、２０１５年（平成２７年）１１月から１２月にかけて、フランス・パリで開催

された気候変動枠組条約第２１回締約国会議（COP２１）において、京都議定書以来１８年ぶ

りとなる新たな国際的枠組として「パリ協定」が採択され、２０１６年（平成２８年）１１月

に発効しました。日本は温室効果ガス削減目標を２０３０年度（平成４２年度）に２０１３年

度（平成２５年度）比で２６％減（２００５年度（平成１７年度）比では２５.４％減）とする

「日本の約束草案」を決定し国連気候変動枠組条約事務局に提出しています。

今回、2017 年（平成２９年）３月に改定した「第２期本巣市地球温暖化対策推進実行計画」

の５年目にあたる最終年度を迎えることから、2011 年度（平成 23 年度）から 2019 年度（令

和元年度）の温室効果ガス排出状況などにより、二酸化炭素総排出量の削減目標などの見直し

を行い、本計画を改訂します。
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第２節 計画の目的

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条に基づき、本市の事務及び事業に関

し、温室効果ガスの排出抑制等を行うことにより、地球温暖化対策の推進を図ることを目的と

しています。

第３節 計画の期間

本計画の計画期間は、２０２１年度（令和３年度）から２０３０年度（令和１2 年度）末ま

でとします。計画開始から５年後の２０２５年度（令和７年度）に、計画の見直しを行います。

なお、基準年度は、２０１０年度（平成２２年度）とします。

地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋）

第二十一条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、

当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに

吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」と

いう。）を策定するものとする。

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画期間

二 地方公共団体実行計画の目標

三 実施しようとする措置の内容

四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
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第４節 計画の対象範囲

１．対象とする範囲

本計画の対象範囲は、市の実施する全ての事務事業を対象とします。

詳細は、対象施設一覧のとおりです。

２．対象とする温室効果ガス

上記７ガスの中で、パーフルオロカーボン、三ふっ化窒素は市の排出がないこと及びメタ

ン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、六フッ化硫黄は排出量の把握が困難である

ため対象外とし、本市の事務・事業の内容及び規模から、重点的に把握する対象ガスは二酸

化炭素のみを本計画の対象ガスとします。

ガスの種類 人為的な発生源

二酸化炭素（ＣＯ２）
産業、民生、運輸部門などにおける燃料の燃焼に伴うものが

全体の９割以上を占め、温暖化への影響力が大きい。

メタン（ＣＨ４）
稲作、家畜の腸内発酵などの農業部門から出るものが半分を

占め、廃棄物の埋め立てからも２～３割を占める。

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）
燃料の燃焼によるものが半分以上を占めるが、工業プロセス

や農業からの排出もある。

ハイドロフルオロカーボン

（ＨＦＣ）

エアゾール製品の噴射剤、カーエアコンや冷蔵庫の冷媒、断

熱発泡剤などに使用。

パーフルオロカーボン

（ＰＦＣ）
半導体製造用や電子部品などの不活性液体などとして使用。

六フッ化硫黄（ＳＦ６）
変電設備に封入される電気絶縁ガスや半導体製造用などと

して使用。

三ふっ化窒素（NF３）

※平成２７年４月１日以降

半導体化学でエッチング液として使用。
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対象施設一覧

担当課 施設名 担当課 施設名 担当課 施設名

総務課 市営バス(本巣・糸貫・真正) 長島増圧ポンプ場 糸貫中学校

本巣地域調整課 本庁舎 天神堂加圧ポンプ場 真正中学校

真正地域調整課 真正分庁舎 門脇配水池 学校給食センター

糸貫地域調整課 糸貫分庁舎 門脇加圧ポンプ場 根尾学校給食センター

根尾総合支所 根尾分庁舎 神所配水池 幼児教育課 根尾幼児園

うすずみふれあいプラザ 神所浄水場 本巣幼児園

市営バス(根尾) 樽見浄水場 神海幼児園

市民課 根尾診療所 樽見配水池 真桑幼児園

本巣診療所 高尾浄水場 弾正幼児園

生活環境課 根尾廃棄物処理施設 金原中継ポンプ場 糸貫東幼児園

本巣ストックヤード 木倉浄水場 糸貫西幼児園

真正ストックヤード 木倉配水池 真正幼児園

福祉敬愛課 本巣老人福祉センター 木倉中継ポンプ場 子どもセンター

真正すこやかセンター 川内水源地 社会教育課 本巣公民館

糸貫ぬくもりの里 神海配水池 糸貫公民館

本巣市障がい者就労支援センター杉の子 神海浄水場 真正公民館

障がい者就労支援センターみつば 神海取水井 本巣市民文化ホール

根尾高齢者生活福祉センター 木知原第１水源池 しんせいほんの森

中野会館 木知原浄水場 糸貫青少年館

健康増進課 根尾保健センター 木知原配水池 本巣市民スポーツプラザ

本巣保健センター 上下水道課 本巣浄化センター 糸貫体育センター

真正保健センター (下水道施設) 根尾中央浄化センター 真正体育センター

糸貫保健センター 東外山浄化センター 真正スポーツセンター

産業経済課 富有柿の里 日当浄化センター さくら資料館

外山基幹集落センター 神海浄化センター 本巣民俗資料館

糸貫道の駅 金原・鍋原浄化センター 真正民俗資料館

ＮＥＯ桜交流ランド 下福島浄化センター 根尾谷地震断層観察館

ＮＥＯキャンピングパーク 弾正西浄化センター 根尾郷土文化保存伝習施設

道の駅「織部の里もとす」 真正浄化センター

根尾情報館 小弾正浄化センター

上下水道課 真正第１浄水場 北野・春近浄化センター

(上水道施設) 真正第２浄水場 早野浄化センター

糸貫浄水場 高尾浄化センター

糸貫上水道第２水源地 学校教育課 根尾小学校

糸貫上水道第３水源地 外山小学校

本巣上水浄水場 本巣小学校

本巣上水道法林寺配水池 一色小学校

本巣第２取水ポンプ場 土貴野小学校

本巣第３取水ポンプ場 席田小学校

本巣市役所文殊中継ポンプ場 弾正小学校

本巣上水道文殊配水池 真桑小学校

上下水道課 能郷取水井 根尾中学校

(簡易水道施設) 能郷浄水場 本巣中学校
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第２章 温室効果ガスの現況

第１節 二酸化炭素の排出量

令和元年度における二酸化炭素の排出量は次のとおりです。

平成２２年度を基準年度とする令和元年度の二酸化炭素排出量は 2.1％の削減結果となり、

本計画の目標である５％の削減を達成できませんでした。また、令和元年度の二酸化炭素排出

量を排出要因別に見ると、電気の使用に伴って排出される二酸化炭素が全体の約７1％を占め、

次いで A 重油の使用がおよそ 11％を占めています。今後は、施設の動力費の低減化を図れる

機器の導入を検討するなど、電気の使用抑制が課題であるといえます。

＜平成２２年度（基準年度）の二酸化炭素排出量＞

※平成２２年度の二酸化炭素排出量については指定管理施設を含めたうえで、第２期実行計画作成時の二酸化炭素排出係数

により算出しています。

都市ガス
8.0%

A重油
10.9%

ＬＰＧ
1.5%

灯油
5.1%

軽油
2.0%

廃棄物の
焼却
0.0%

電気
70.7%

ガソリン
1.7%

都市ガス
8.2%

ＬＰＧ
1.6%

A重油
10.3%

灯油
5.5%

軽油
2.7%

ガソリン
1.6%廃棄物の

焼却
0.1%

電気
70.0%

▼令和元年度 CO２排出量 (kg)

ガソリン 126,104

軽油 145,099

灯油 378,639

Ａ重油 807,580

液化石油ガス 113,835

都市ガス 590,173

電気 5,220,780

廃棄物の焼却 0

▼平成２２年度 CO２排出量(kg)

ガソリン 122,888

軽油 204,339

灯油 412,805

Ａ重油 776,529

液化石油ガス 122,583

都市ガス 616,726

電気 5,282,507

廃棄物の焼却 8,033

総排出量 7,546,410

令和元年度の二酸化炭素排出量

７，３８２，２１０ ｋｇ-ＣＯ２
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第３章 削減目標

第１節 二酸化炭素の総排出量に関する目標

本計画の実施により、本市の事務、事業から排出される総排出量削減目標は平成２２年度

を基準年度とし、令和 7 年度の排出量を 15％削減することを目指します。

なおこの目標数値は、省エネ法で特定事業者に求められている、「エネルギー消費原単位を

中長期的にみて年１％以上低減する」という目標との整合性を図った上で設定しました。

令和元年度に本市の全施設より排出された二酸化炭素排出量は、7,382,210ｋｇであり、

令和 7 年度の目標値は 6,414,448ｋｇとなります。

なお、平成２２年度より二酸化炭素排出係数を地球温暖化対策の推進に関する法律に基づ

き変更しています。

第２節 環境配慮項目と目標

１．地球温暖化対策に係る環境配慮項目と目標

二酸化炭素総排出量の削減目標を達成するため、環境配慮項目ごとの目標値を次のとおり

掲げ、本計画を推進します。

※令和 8 年度以降の目標は令和 6 年度の二酸化炭素の排出量確定後、見直しを行う。

２．その他の環境配慮項目

①庁舎等から排出される廃棄物の減量化を図る。

②用紙類の使用量を削減する。

③上水の使用量を削減する。

年度

項目
平成２２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

電力使用量 基

準

年

度

１１％ １２％ １３％ １４％ １５％

燃料使用量
(灯油､Ａ重油､Ｌ
ＰＧ､都市ガス等)

１１％ １２％ １３％ １４％ １５％

ガソリン･軽油
使用量

１１％ １２％ １３％ １４％ １５％

ＣＯ２排出量 １１％ １２％ １３％ １４％ １５％
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第４章 具体的な取り組み

第１節 地球温暖化対策に係る取り組み

目標達成のため、本計画で取り組む項目は以下のとおりとし、進捗・管理していきます。

① 電気使用に対する取り組み

項 目 取り組み内容

照明機器の管理 不要な照明の消灯、定期的な清掃

事務機器の管理 離席時の１パソの電源設定の徹底により不要な電力を削減

ＯＡ機器の待機電力の削減

空調機器の管理 空調施設の温度設定（冷房 28℃、暖房 20℃）の徹底

ブラインド・カーテンの利用

クールビズ・ウォームビズの徹底

定期的な点検・清掃

その他設備の管理 階段利用の励行によるエレベーターの使用抑制

省エネ機器の積極的な導入

設備の定期的な点検

緑のカーテンなどの対策による冷房の使用抑制

職員の勤務管理 ノー残業デーの設置

ワークライフバランスの推進
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② 燃料使用（灯油、Ａ重油、ＬＰＧ、都市ガス）に対する取り組み

③ 燃料使用（自動車に使用する燃料）に対する取り組み

④ 一般廃棄物焼却量に対する取り組み

項 目 取り組み内容

空調機器の管理 空調施設の温度設定（冷房 28℃、暖房 20℃）の徹底

ブラインド・カーテンの利用

クールビズ・ウォームビズの徹底

定期的な点検・清掃

その他設備の管理 省エネ機器の積極的な導入

設備の定期的な点検

項 目 取り組み内容

エコドライブの徹底 アイドリングの禁止

急発進・急加速の抑制

車両の整備 タイヤの空気圧の点検

交通手段の転換 公共交通機関の利用

その他 低公害車や環境負荷が少ない車の導入

項 目 取り組み内容

３Ｒの推進 ごみの分別収集・資源化の推進

可燃性粗大ごみ焼却量の削減

地域の資源集団回収活動資源回収への奨励金の交付及び電気式

生ごみ処理機、ダンボールコンポストなどの普及推進
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⑤ その他の環境配慮項目に係る取り組み

項 目 取り組み内容

グリーン購入の推進 再生紙の利用

事務用品などにおける環境配慮商品の優先利用

用紙の使用量の削減 裏面利用等によるコピー用紙の使用量の削減

庁舎等の廃棄物の減量 製品の再資源化の向上

ファイル等の再利用

水使用量の抑制 節水の励行

トイレ用水の水量調節

公共事業における

取り組み

建設副産物のリサイクル化の推進

リサイクル材料・素材の選択

省エネ・省資源に配慮した材料・素材の選択

周辺の緑化を考慮した施設整備
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第５章 計画の推進

第１節 推進体制

計画の推進を図るために、各課に地球温暖化対策推進員を設置します。

地球温暖化対策推進員は、計画に掲げる全体的な取り組みに加え、各課において所管する施

設の実情に即した「地球温暖化対策実施計画」を作成し、その計画に基づいた温暖化対策を実

施します。

事務局は生活環境課とし、実施状況の取りまとめ及び行動結果の公表にあたっての取りまと

め、その他必要な事務を行います。

第２節 点検・評価

地球温暖化対策推進員は、実施状況を毎年度事務局（生活環境課）に報告するとともに、各

課で作成した「実施計画」の点検・評価及び見直しを行い、必要な場合には新たな取り組みを

行うものとします。

第３節 計画の見直し

事務局は、地球温暖化防止を取り巻く社会情勢や本計画の運用管理状況、評価・点検結果等

を考慮し、必要に応じて本計画の見直しを行います。

第４節 行動結果の公表

毎年度本計画に基づく計画の推進状況や実績等を、広報やホームページ等で公表します。

計画（ＰＬＡＮ）

・目標

・取り組み

見直し（ＡＣＴＩＯＮ）

・目標、取り組みの見直し

・システムの見直し

実施（ＤＯ）

・実施、運用

点検（ＣＨＥＣＫ）

・点検、評価

・是正処理

ＰDCＡサイクル
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資料編

資料１ 温室効果ガス総排出量の算定方法

温室効果ガス総排出量は次の計算式により算定しています。

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（以下「施行令」という。）第３条において定めら

れた算定方法及び排出係数に従い、１年間の排出量を算出。活動量に排出係数を乗じて活動区

分ごとの排出量を算定し、温室効果ガスの種類別の和を算出。各温室効果ガスに地球温暖化係

数を乗じ二酸化炭素に換算した総排出量を算定する。

資料２ 排出係数

本市の活動に係る二酸化炭素排出量の算定と排出係数は次のとおりです。

※ 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第 3 条による。

換算後排出係数 ＝ 発熱量 × 排出係数 × 44/12【二酸化炭素(CO2)の質量】

燃料使用による排出量 ＝ 燃料使用量 × 換算後排出係数

種別
発熱量

MJ/kg､l､m3

排出係数

kgC/MJ
換算後排出係数

ガソリン 34.6 0.0183 2.32 kg-CO2/L

軽油 37.7 0.0187 2.58 kg-CO2/L

灯油 36.7 0.0185 2.49 kg-CO2/L

Ａ重油 39.1 0.0189 2.71 kg-CO2/L

液化石油ガス（LPG） 50.8 0.0161 3.00 kg-CO2/kg

都市ガス 45.0 0.0136 2.24 kg-CO2/m3

種別 排出係数

他人から供給された電気使用 0.482 kg-CO2/kWh

廃棄物の焼却 2770 kg-CO2/t

活動区分ごとの排出量 ＝ 活動量 × 排出係数（下記資料 2 のとおり）

各温室効果ガスの排出量 ＝ ∑（活動区分ごとの排出量）

二酸化炭素の総排出量 ＝ ∑｛（各温室効果ガスの排出量 × 地球温暖化係数）｝
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資料３ 二酸化炭素排出量の推移（第２期計画の対象施設）

〈全施設からの総排出量〉

※二酸化炭素の排出量については、第２期実行計画作成時の二酸化炭素排出係数により計算しています。

▼ 平成２７年度～令和元年度　電気使用量推移

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

(千kWh)

▼ 平成２７年度～令和元年度　燃料使用量推移

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

ガソリン(L) 軽油(L) 灯油(L) A重油(L) ＬＰＧ(kg) 都市ガス(m3)

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

種 別
平成２２年度

（基準年度）
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

電気使用量〔kWh〕 11,144,530 10,742,710 10,970,632 10,912,725 10,454,952 10,831,493

燃
料
使
用
量

ガソリン〔L〕 52,969 61,574 60,195 59,418 56,829 54,355

軽油〔L〕 79,201 59,586 59,088 58,623 41,573 56,240

灯油〔L〕 165,785 146,017 161,861 153,183 147,594 152,064

Ａ重油〔L〕 286,542 251,000 270,200 291,000 291,000 298,000

液化石油ガス(LPG)〔㎏〕 40,861 31,737 45,822 47,064 38,435 37,945

都市ガス〔m3〕 268,609 257,792 272,787 298,102 272,756 263,470

一般廃棄物の焼却量〔t〕 23 0 0 0 0 0

うちプラスチック類〔t〕 3 0 0 0 0 0

水の使用量(参考)〔m3〕 190,116 159,113 163,365 166,149 183,827 173,933

二酸化炭素の総排出量〔㎏〕 7,546,410 7,119,522 7,463,729 7,528,007 7,160,786 7,382,210

基準年度に対する二酸化炭

素排出量の増減割合〔％〕
― ▲ 5.6 ▲ 1.0 ▲ 0.2 ▲ 5.1 ▲ 2.1



- 13 -

資料４ 部門別 二酸化炭素排出量（令和元年度）

【施設別】

【施設毎の燃料等種別】

〈市庁舎等〉

〈医療施設〉

社会教育

4.5%

上・下水道

30.4%

福祉

11.0%

商工観光

23.5%

廃棄物処理

0.1%

医療

1.2%

調理

10.5%

教育

8.1%

市庁舎

10.8%

種 別 使用量 CO2 排出量

ｶﾞｿﾘﾝ

10.3%

軽油

7.7%

灯油

9.2%

LPG

2.5%

都市ｶﾞｽ

4.3%

電気

64.4%

電気使用量 1,060,295 kWh 511,062 kg

燃
料
使
用
量

ガソリン 35,145 L 81,536 kg

軽油 23,667 L 61,061 kg

灯油 29,320 L 73,007 kg

Ａ重油 － － kg

ＬＰＧ 6,686 kg 20,058 kg

都市ガス 21,144 m3 47,363 kg

水の使用量 9,464 m3 －

二酸化炭素排出量 合計 794,087 kg

種 別 使用量 CO2 排出量

ｶﾞｿﾘﾝ

0.8%

灯油

30.0%

LPG

0.5%

電気

68.7%

電気使用量 130,298 kWh 62,804 kg

燃
料
使
用
量

ガソリン 327 L 759 kg

軽油 － －

灯油 11,000 L 27,390 kg

Ａ重油 － －

ＬＰＧ 157 kg 471 kg

都市ガス － －

水の使用量 1,146 m3 －

二酸化炭素排出量 合計 91,423 kg

市庁舎 794,087 ㎏

医療施設 91,423 ㎏

廃棄物処理施設 5,985 ㎏

福祉施設 810,940 ㎏

商工観光施設 1,732,878 ㎏

上・下水道施設 2,243,629 ㎏

教育施設 596,093 ㎏

調理施設 774,317 ㎏

社会教育施設 332,858 ㎏

合計 7,382,210 ㎏
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〈廃棄物処理施設〉

〈福祉施設〉

〈産業・観光施設〉

〈上・下水道施設〉

種 別 使用量 CO2 排出量

軽油

2.9%

灯油

9.2%

電気

87.9%

電気使用量 10,916 kWh 5,262 kg

燃
料
使
用
量

ガソリン － －

軽油 68 L 175 kg

灯油 220 L 548 kg

Ａ重油 － －

ＬＰＧ － －

都市ガス － －

水の使用量 638 m3 －

二酸化炭素排出量 合計 5,985 kg

種 別 使用量 CO2 排出量

ｶﾞｿﾘﾝ

4.2%

軽油

4.2%

灯油

16.6%

LPG

1.3%
都市ｶﾞｽ

15.7%

電気

58.0%

電気使用量 976,152 kWh 470,505 kg

燃
料
使
用
量

ガソリン 14,578 L 33,821 kg

軽油 13,199 L 34,053 kg

灯油 54,051 L 134,587 kg

Ａ重油 － －

ＬＰＧ 3,481 kg 10,443 kg

都市ガス 56,933 m3 127,530 kg

水の使用量 26,915 m3 －

二酸化炭素排出量 合計 810,940 kg

種 別 使用量 CO2 排出量

ｶﾞｿﾘﾝ

0.2%

軽油

0.8%

灯油

2.2%

A重油

46.6%

LPG

4.2%

電気

46.0%

電気使用量 1,654,128 kWh 797,290 kg

燃
料
使
用
量

ガソリン 1,630 L 3,782 kg

軽油 5,225 L 13,481 kg

灯油 15,051 L 37,477 kg

Ａ重油 298,000 L 807,580 kg

ＬＰＧ 24,423 kg 73,269 kg

都市ガス － －

水の使用量 25,648 m3 －

二酸化炭素排出量 合計 1,732,878 kg

種 別 使用量 CO2 排出量
灯油

2.0%

LPG

0.0%

電気

98.0%

電気使用量 4,562,176 kWh 2,198,969 kg

燃
料
使
用
量

ガソリン － －

軽油 － －

灯油 17,920 L 44,621 kg

Ａ重油 － －

ＬＰＧ 13 kg 39 kg

都市ガス － －

水の使用量 4,282 m3 －

二酸化炭素排出量 合計 2,243,629 kg
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〈教育施設〉

〈調理施設〉

〈社会教育施設〉

種 別 使用量 CO2 排出量

ｶﾞｿﾘﾝ

1.0%

軽油

1.0%

灯油

1.0%

LPG

1.5%

電気

95.5%

電気使用量 1,180,825 kWh 569,158 kg

燃
料
使
用
量

ガソリン 2,675 L 6,206 kg

軽油 2,419 L 6,241 kg

灯油 2,285 L 5,690 kg

Ａ重油 － －

ＬＰＧ 2,933 kg 8,799 kg

都市ガス － －

水の使用量 51,454 m3 －

二酸化炭素排出量 合計 596,093 kg

種 別 使用量 CO2 排出量

軽油

3.9%

灯油

3.7%
LPG

0.1%

都市ｶﾞｽ

51.4%
電気

40.9%

電気使用量 657,449 kWh 316,890 kg

燃
料
使
用
量

ガソリン － －

軽油 11,662 L 30,088 kg

灯油 11,507 L 28,652 kg

Ａ重油 － －

ＬＰＧ 165 kg 495 kg

都市ガス 177,764 m3 398,191 kg

水の使用量 51,454 m3 －

二酸化炭素排出量 合計 774,317 kg

種 別 使用量 CO2 排出量

灯油

8.0%

LPG

0.1%

都市ｶﾞｽ

5.1%

電気

86.8%

電気使用量 599,254 kWh 288,840 kg

燃
料
使
用
量

ガソリン － －

軽油 － －

灯油 10,710 L 26,668 kg

Ａ重油 － －

ＬＰＧ 87 kg 261 kg

都市ガス 7,629 m3 17,089 kg

水の使用量 11,561 m3 －

二酸化炭素排出量 合計 332,858 kg
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資料５ 用語集

あ行

アジェンダ 21

1992 年ブラジルで開催された地球サミットで採択された持続可能な開発のための具体的な行

動計画。大気、森林、砂漠、生物多様性、海洋等の分野ごとのプログラムのほか、実施のための

資金協力などの制度のあり方を 138 項目にわたり規定している。

安定化

大気中の二酸化炭素濃度をあるレベルで保つこと。IPCC の報告書によれば、二酸化炭素の大気

中濃度を現在のレベルに安定化するためには、世界の排出量を直ちに 50％以上削減する必要が

あるとしている。

温室効果ガス

温室効果をもたらす大気中に拡散された気体のこと。とりわけ産業革命以降、代表的な温室効果

ガスである二酸化炭素やメタンのほかフロンガスなど人為的な活動により大気中の濃度が増加の

傾向にある。京都議定書では、温暖化防止のため、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素のほか

HFC 類、PFC 類、SF6 が削減対象の温室効果ガスと定められた。 

か行

化石燃料

石炭、石油、天然ガスなどのエネルギー源。燃焼により二酸化炭素を発生し、地球温暖化の主要

な原因物質。

環境と開発に関する国連会議

環境保全と持続可能な開発をテーマに、1992 年にブラジルのリオデジャネイロで開催された国

連の会議。リオ宣言、アジェンダ 21 などが採択された。地球サミットとも呼ばれる。

気候変動

全球の大気の組成を変化させる人間活動に直接または間接に起因する気候変化のことで、それと

同程度の長さの期間にわたって観測される自然な気候変動に加えて生じるものをいう。気候変化

とも訳される。近年では、地球温暖化と同義語として用いられることが多い。

気候変動に関する政府間パネル

UNEP（国連環境計画）と WMO（世界気象機関）によって 1988 年 11 月に設置された、各国

の研究者が政府の資格で参加して地球温暖化問題について議論を行なう公式の場。地球温暖化に

関する最新の自然科学的および社会科学的知見をまとめ、地球温暖化対策に科学的基礎を与える

ことを目的としている。ほぼ 5〜6 年おきに世界中の約 1,000 人の科学者・専門家が参加・検

討して「評価報告書」をまとめ、信頼できる科学的な知識を提供している。 1990 年に第 1 次

評価報告書、1995 年に第 2 次評価報告書、2001 年に第 3 次評価報告書をまとめ、2007 年

に第 4 次評価報告書が発表された。
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気候変動枠組条約

大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を究極的な目的とし、地球温暖化がもたらすさまざまな悪

影響を防止するための国際的な枠組みを定めた条約。1994 年 3 月発効。温室効果ガスの排出・

吸収の目録、温暖化対策の国別計画の策定等を締約国の義務とし、さらに先進締約国には、温室

効果ガスの排出量を 2000 年に 1990 年レベルに戻すことを目的として政策措置をとることな

どの追加的な義務を課している。

基準年

温室効果ガスの削減に関し、基準となる年。京都議定書では基準年を原則的に 1990 年としてい

る。ただし、HFC 類、PFC 類、SF6 については 1995 年を基準年とすることができるとして

いる。

吸収源

大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスを吸収し、比較的長期間にわたり固定することのできる

森林や海洋などのこと。京都議定書では、先進締約国が温室効果ガス削減目標を達成する手段と

して、新規植林、再植林、土地利用変化などの活動を考慮することが規定されている。

京都イニシアティブ

途上国の人材育成、地球温暖化防止の技術移転など、日本政府による途上国支援プログラムのこ

と。京都会議（COP3）の場で表明された。

京都議定書

1997 年 12 月京都で開催された COP3 で採択された気候変動枠組条約の議定書。先進各国は

2008 年〜12 年の約束期間における温室効果ガスの削減数値目標（日本 6％、アメリカ 7％、

EU8％など）を約束した。

京都メカニズム

京都議定書に規定される排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムの 3 つの柔軟性措置の

こと。

共同実施

先進締約国同士が、自国の数値目標達成のために共同して温室効果ガス排出削減や吸収の事業を

実施し、排出削減単位をクレジットとして獲得する仕組み。

クリーン開発メカニズム

先進国が途上国において共同で温室効果ガス削減プロジェクトを実施し、そこで得られた吸収分

あるいは削減分を先進国がクレジットとして獲得し、自国の温室効果ガス削減量に充当できる仕

組み。京都議定書に規定される柔軟性措置の一つ。

グリーン購入

企業や国・地方公共団体が商品の調達や工事発注などに際し、できるだけ環境負荷の少ない商品

や方法を積極的に選択するやり方。グリーン購入を率先して実施する企業や自治体などで構成す

る「グリーン購入ネットワーク」で基準などを取り決めている。
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コジェネレーション

発電に際し、電力に併せ同時に得られる熱も有効利用する方式。コジェネレーションにより、熱

効率が改善し、二酸化炭素の排出削減につながる。

さ行

再生可能エネルギー

再生可能エネルギー（さいせいかのうえねるぎー）太陽光、太陽熱、風力、地熱、バイオマスな

ど通常エネルギー源枯渇の心配がない自然エネルギーのこと。ダムなどの建設を伴わない小規模

の水力発電も再生可能エネルギーに含まれる。

新エネルギー

太陽光、風力、地熱などの再生可能エネルギーのほか、廃棄物利用などによるリサイクルエネル

ギー、燃料電池やクリーンエネルギー自動車などの従来型エネルギーの新利用形態などからなる

エネルギーの新しい概念。新エネルギーは、通商産業省により、石油危機によって問題となった

石油への高度な依存を減らすため従来型以外のエネルギーを利用する」という思想から定義づけ

られた。

持続可能な開発

将来世代に多大な資源的制約や環境上の負荷をもたらさないような人類の活動のこと。「環境と開

発に関する世界委員会」が 1987 年に発表した報告書「我ら共有の未来」の中で提唱した概念。

1992 年の地球サミットにおいて、これを実現するための世界行動指針として「アジェンダ 21」

が採択された。

生物多様性

種のレベル、固体レベルおよび遺伝子のレベルで広がりのあるさまざまな生物が共存している状

態をいう。地球温暖化により生物多様性の破壊が進むと危惧される。

た行

地球温暖化係数

二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素などの各種の温室効果ガス毎に定められる、温室効果の程度を

示す値。温室効果を見積もる期間の長さによって変わる。100 年間の GWP で比較して、メタン

は二酸化炭素の約 20 倍、亜酸化窒素は約 310 倍、フロン類は数百〜数千倍となる。（Global

Warming Potential:GWP）

低公害車

大気汚染物質の排出が少ない自動車。天然ガス車、電気自動車、メタノール車のほか、燃料電池

搭載車など。

トランジット・モール

自動車の進入を排除し、バスや路面電車などの公共交通機関のみを導入した一定の地域のこと。
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な行

燃料電池

反応をコントロールしながら水素と酸素などから電気を取り出すシステム。近い将来電気自動車

への搭載が期待されている。

は行

バイオマス

エネルギー源として活用が可能な木製品廃材やし尿などの有機物のこと。再生可能エネルギーの

一つ。発酵させ発生するメタンガスを燃料として利用することもある。

排出量取引（はいしゅつりょうとりひき）

京都議定書に定められた各国の排出削減目標を達成するため、先進国間で排出量を売買する制度。

国内の温室効果ガス削減努力に対し、補完的手段として認められた柔軟性措置の一つ。

バンキング

約束期間に温室効果ガスを削減目標を上回り削減した場合、その余剰分を次の約束期間の目標達

成のために使える仕組み。

や行

約束期間

温室効果ガスの削減目標を達成しなければいけない定められた期間。京都議定書では最初の約束

期間を 2008 年から 2012 年の 5 年間としている。

参考文献

全国地球温暖化防止活動推進センター（JCCCA）ホームページ「温暖化用語集」
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資料６
地球温暖化対策の推進に関する法律

平成１０年１０月９日 法律第１１７号
目次

第１章 総則（第１条―第７条）
第２章 地球温暖化対策計画（第８条・第９条）
第３章 地球温暖化対策推進本部（第１０条―第１８条）
第４章 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策（第１９条―第４１条）
第５章 森林等による吸収作用の保全等（第４２条）
第６章 割当量口座簿等（第４３条―第５７条）
第７章 雑則（第５８条―第６５条）
第８章 罰則（第６６条―第６８条）
附則

第１章 総則
（目的）

第１条 この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を
及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通
の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球温暖化対策に関
し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進す
るための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活
の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
（定義）

第２条 この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を
増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。

２ この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化（以下「温室効
果ガスの排出の抑制等」という。）その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。

３ この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
(1) 二酸化炭素
(2) メタン
(3) 一酸化二窒素
(4) ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
(5) パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
(6) 六ふっ化硫黄
(7) 三ふっ化窒素

４ この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若
しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱（燃料又は電気を熱源とするものに限る。）を使用すること
をいう。

５ この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される
当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数（温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化
炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同
じ。）を乗じて得た量の合計量をいう。

６ この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素１トンを表す単位により表記されるものをいう。
(1) 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書（以下「京都議定書」という。）第３条７に規定する割当量
(2) 京都議定書第６条１に規定する排出削減単位
(3) 京都議定書第１２条３(b)に規定する認証された排出削減量
（国の責務）

第３条 国は、大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握す
るための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。

２ 国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策
について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。

３ 国は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ず
るとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民又はこれらの者の
組織する民間の団体（以下「民間団体等」という。）が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るた
め、当該抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発を行うとともに、技術的な助言その他の措置を講ずるように努
めるものとする。

４ 国は、地球温暖化及びその影響の予測に関する調査、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する調査その他の
地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する研究開発
の推進及びその成果の普及に努めるものとする。

５ 国は、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み、我が国に蓄積された知識、技

術、経験等を生かして、第１項に規定する観測及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保、前項に規定
する調査及び研究開発の推進を図るための国際協力その他の地球温暖化に関する国際協力を推進するために必要な措
置を講ずるように努めるとともに、地方公共団体又は民間団体等による温室効果ガスの排出の抑制等に関する国際協力
のための活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
（地方公共団体の責務）

第４条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するもの
とする。

２ 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措
置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、
前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。
（事業者の責務）

第５条 事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置（他の者の温室効果ガスの排出の抑制
等に寄与するための措置を含む。）を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排
出の抑制等のための施策に協力しなければならない。
（国民の責務）

第６条 国民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び
地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。
（温室効果ガスの排出量等の算定等）

第７条 政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第４条１(a)に規定する目録及
び京都議定書第７条１に規定する年次目録を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を
算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。

第２章 地球温暖化対策計画
（地球温暖化対策計画）

第８条 政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画（以下「地球温暖化
対策計画」という。）を定めなければならない。

２ 地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画期間
(2) 地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
(3) 国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本

的事項
(4) 温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標
(5) 前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
(6) 前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項
(7) 第２０条第１項に規定する政府実行計画及び第２１条第１項に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事

項
(8) 温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の抑制等のための措置（他の者の温室効

果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
(9) 第３条第３項に規定する普及啓発の推進（これに係る国と地方公共団体及び民間団体等との連携及び協働を含む。）

に関する基本的事項
(10) 地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項

３ 内閣総理大臣は、地球温暖化対策計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、地球温暖化対策計画を公表しなければなら

ない。
（地球温暖化対策計画の変更）

第９条 政府は、少なくとも３年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、
地球温暖化対策計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。

２ 政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、地球温暖化対策計画を変更し
なければならない。

３ 前条第３項及び第４項の規定は、地球温暖化対策計画の変更について準用する。
第３章 地球温暖化対策推進本部

（地球温暖化対策推進本部の設置）
第１０条 地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部（以下「本部」という。）

を置く。
（所掌事務）

第１１条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 地球温暖化対策計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。
（組織）

第１２条 本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織
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する。
（地球温暖化対策推進本部長）

第１３条 本部の長は、地球温暖化対策推進本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣総理大臣をもって充てる。
２ 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

（地球温暖化対策推進副本部長）
第１４条 本部に、地球温暖化対策推進副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済

産業大臣をもって充てる。
２ 副本部長は、本部長の職務を助ける。

（地球温暖化対策推進本部員）
第１５条 本部に、地球温暖化対策推進本部員（以下「本部員」という。）を置く。
２ 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

（事務）
第１６条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

（主任の大臣）
第１７条 本部に係る事項については、内閣法（昭和２２年法律第５号）にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

（政令への委任）
第１８条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

第４章 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策
（国及び地方公共団体の施策）

第１９条 国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する知見及びこの法律の規定により報告された温室効果ガ
スの排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、温室効果ガスの排出の抑制等のため
に必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

２ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、
温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
（政府実行計画等）

第２０条 政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作
用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下この条において「政府実行計画」という。）を策定するものとする。

２ 政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画期間
(2) 政府実行計画の目標
(3) 実施しようとする措置の内容
(4) その他政府実行計画の実施に関し必要な事項

３ 環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
４ 環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
５ 環境大臣は、第３項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならない。
６ 前３項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。
７ 政府は、毎年１回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなければなら

ない。
（地方公共団体実行計画等）

第２１条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及
び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地方
公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画期間
(2) 地方公共団体実行計画の目標
(3) 実施しようとする措置の内容
(4) その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項

３ 都道府県並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市及び同法第２５２条の２２
第１項の中核市（以下「指定都市等」という。）は、地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その
区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として次に掲げるもの
を定めるものとする。
(1) 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事

項
(2) その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は

住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項
(3) 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温

室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
(4) その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）第２条第２項に規定する

廃棄物等をいう。）の発生の抑制の促進その他の循環型社会（同条第１項に規定する循環型社会をいう。）の形成
に関する事項

４ 都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガ
スの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携
して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。

５ 指定都市等は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の指定都市等
の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

６ 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の
意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

７ 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見
を聴かなければならない。

８ 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなけ
ればならない。

９ 第５項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
１０ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年１回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況

（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなければならない。
１１ 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又

は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の抑制等に関し意見
を述べることができる。

１２ 前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。
（地方公共団体実行計画協議会）

第２２条 地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等は、単独で又は共同して、地方公共団体実行
計画の策定に関する協議及び地方公共団体実行計画の実施に係る連絡調整を行うため、地方公共団体実行計画協議会を
組織することができる。

２ 前項の地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等
(2) 関係行政機関、関係地方公共団体、第３７条第１項に規定する地球温暖化防止活動推進員、第２８条第１項に規定

する地域地球温暖化防止活動推進センター、事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図る
ために関係を有する者

(3) 学識経験者その他の当該都道府県及び指定都市等が必要と認める者
３ 主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、第１項の地方公共団体実行計画協議会の構成員の

求めに応じて、必要な助言をすることができる。
（事業活動に伴う排出抑制等）

第２３条 事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術の進歩その他の事業活動
を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガ
スの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。
（日常生活における排出抑制への寄与）

第２４条 事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務（以下「日常生活用製品等」という。）の製造、輸入
若しくは販売又は提供（以下この条において「製造等」という。）を行うに当たっては、その利用に伴う温室効果ガス
の排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関す
る正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。

２ 日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活に
おける利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を
行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制のための措置の実施を支援する役務の提供を行
う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。
（排出抑制等指針）

第２５条 主務大臣は、前２条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指
針を公表するものとする。
（温室効果ガス算定排出量の報告）

第２６条 事業活動（国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。）に伴い相当程度多い温室効
果ガスの排出をする者として政令で定めるもの（以下「特定排出者」という。）は、毎年度、主務省令で定めるところ
により、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項（当該特定排出者が
政令で定める規模以上の事業所を設置している場合にあっては、当該事項及び当該規模以上の事業所ごとに主務省令で
定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項）を当該特定排出者に係る事業を所管す
る大臣（以下「事業所管大臣」という。）に報告しなければならない。

２ 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方
法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者（以下この項
において「加盟者」という。）が設置している事業所における温室効果ガスの排出に関する事項であって主務省令で定
めるものに係る定めがあるもの（以下この項において「連鎖化事業」という。）を行う者（以下この項において「連鎖
化事業者」という。）については、その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての事業所における事業活動
を当該連鎖化事業者の事業活動とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業所を設置してい
る場合」とあるのは、「事業所を設置している場合（次項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所
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として設置している場合を含む。）」とする。
３ この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室

効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて
得た量をいう。
（権利利益の保護に係る請求）

第２７条 特定排出者は、前条第１項の規定による報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当
該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益（以下「権利利益」という。）が害されるおそれがあると思料す
るときは、当該温室効果ガス算定排出量に代えて、当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定める
ところにより合計した量をもって次条第１項の規定による通知を行うよう事業所管大臣に請求を行うことができる。

２ 特定排出者は、前項の請求を行うときは、前条第１項の規定による報告と併せて、主務省令で定めるところにより、そ
の理由を付して行わなければならない。

３ 事業所管大臣は、第１項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った特定排出者に対し、その旨を
通知するものとする。

４ 事業所管大臣は、第１項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求を行った特定排
出者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。

５ 前２項の決定は、第１項の請求があった日から３０日以内にするものとする。
６ 前項の規定にかかわらず、事業所管大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を３０日以

内に限り延長することができる。
（報告事項の通知等）

第２８条 事業所管大臣は、第２６条第１項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び
経済産業大臣に通知するものとする。

２ 前項の規定による通知は、次に掲げるところにより、行うものとする。
(1) 前条第１項の請求がないときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を通知すること。
(2) 前条第１項の請求があった場合において、同条第３項の決定をしたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項（当該

事項のうち当該決定に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて当該特定排出者に係る温室効果ガス
算定排出量を同条第１項の主務省令で定めるところにより合計した量）を通知すること。

(3) 前条第１項の請求があった場合において、同条第４項の決定をしたときは、同項の規定による特定排出者への通知
の日から２週間を経過した日以後速やかに、当該報告に係る事項を通知すること。

３ 事業所管大臣は、第２６条第１項の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該
報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。

４ 事業所管大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。ただ
し、当該集計結果が通知されることにより、前条第３項の決定に係る特定排出者の権利利益が害されるおそれがあると
きは、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて、これを主務省令で定めるところにより
合計した量を通知するものとする。
（報告事項の記録等）

第２９条 環境大臣及び経済産業大臣は、前条第１項の規定により通知された事項について、環境省令・経済産業省令で定
めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

２ 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、
遅滞なく、同項のファイルに記録された事項（以下「ファイル記録事項」という。）のうち事業所管大臣が所管する事
業を行う特定排出者に係るものを当該事業所管大臣に通知するものとする。

３ 環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、前条第４項の規定により通
知された事項を集計するものとする。この場合において、環境大臣及び経済産業大臣は、当該集計の用に供するため、
関係事業所管大臣に対し、第２７条第３項の決定に係る特定排出者の権利利益の保護に支障がないことを確認した上で、
前条第３項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量を
通知するよう求めることができる。

４ 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を事業所管大臣に通知するとともに、公表す
るものとする。
（開示請求権）

第３０条 何人も、前条第４項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に
係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。

２ 前項の請求（以下「開示請求」という。）は、次の事項を明らかにして行わなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 開示請求に係る事業所又は特定排出者の名称、所在地その他のこれらを特定するに足りる事項
（開示義務）

第３１条 主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求
に係る事項を速やかに開示しなければならない。
（情報の提供等）

第３２条 特定排出者は、主務省令で定めるところにより、第２６条第１項の規定による報告に添えて、第２９条第４項の
規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、
当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。

２ 事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
３ 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところに

より電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
４ 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、

遅滞なく、同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを当該事業所管大
臣に通知するものとする。

５ 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、第２項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定
めるところにより、事業所管大臣に通知するとともに、公表するものとする。

６ 前２条の規定は、前項の規定による公表があった場合に準用する。
（技術的助言等）

第３３条 主務大臣は、温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な温室効果ガスの排出の抑制等の促
進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
（エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係）

第３４条 特定排出者から、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１５条第１項（同法
第１９条の２第１項において準用する場合を含む。）、第２０条第３項、第５６条第１項（同法第６９条及び第７１条
第６項において準用する場合を含む。）又は第６３条第１項の規定による報告があったときは、第２６条から前条まで、
第６３条及び第６５条の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、エネ
ルギー（同法第２条第１項に規定するエネルギーをいう。次条において同じ。）の使用に伴って発生する二酸化炭素の
排出量についての第２６条第１項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業
を所管する大臣（以下「事業所管大臣」という。）」とあり、第２７条第１項、第３項、第４項及び第６項、第２８条
第１項、第３項及び第４項、第２９条第４項、第３２条第１項、第２項及び第５項、第６３条第１項及び第２項並びに
第６５条第１項中「事業所管大臣」とあり、第２９条第２項及び第３２条第４項中「当該事業所管大臣」とあり、並び
に第２９条第３項中「関係事業所管大臣」とあるのは、同法第１５条第１項（同法第１９条の２第１項において準用す
る場合を含む。）の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第１５条第１項（同法第１
９条の２第１項において準用する場合を含む。）に規定する主務大臣」と、同法第２０条第３項の規定による報告につ
いては「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第２０条第３項に規定する主務大臣」と、同法第５６条第１項（同
法第６９条及び第７１条第６項において準用する場合を含む。）の規定による報告については「国土交通大臣」と、同
法第６３条第１項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第６３条第１項に規定する
主務大臣」とするほか、第２６条から前条まで、第６３条及び第６５条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政
令で定める。
（二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供）

第３５条 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの
使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
（事業者の事業活動に関する計画等）

第３６条 事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、温室
効果ガスの排出の抑制等のための措置（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）に関す
る計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。

２ 前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、
同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めなければならない。
（地球温暖化防止活動推進員）

第３７条 都道府県知事及び指定都市等の長（以下「都道府県知事等」という。）は、地域における地球温暖化の現状及び
地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者の
うちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。

２ 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
(2) 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当

該調査に基づく指導及び助言をすること。
(3) 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
(4) 温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
（地域地球温暖化防止活動推進センター）

第３８条 都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促
進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第
２条第２項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるもの
を、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれぞれ１を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター（以下「地
域センター」という。）として指定することができる。

２ 地域センターは、当該都道府県又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活

動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
(2) 日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を

行うこと。
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(3) 前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、
当該調査に係る情報及び資料を分析すること。

(4) 地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時
宜に応じて提供すること。

(5) 地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
(6) 前各号の事業に附帯する事業

３ 都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定
する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。

４ 都道府県知事等は、その指定に係る地域センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めると
きは、当該地域センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

５ 都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第１項の指定を取り消す
ことができる。

６ 地域センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第２項第２号若しくは第３号に掲げる事業又は同項第
６号に掲げる事業（同項第２号又は第３号に掲げる事業に附帯するものに限る。）に関して知り得た秘密を漏らしては
ならない。

７ 第１項の指定の手続その他地域センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。
（全国地球温暖化防止活動推進センター）

第３９条 環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図
ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができる
と認められるものを、その申請により、全国に１を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター（以下「全国センタ
ー」という。）として指定することができる。

２ 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての２以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活

動を行うとともに、２以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の
活動を助けること。

(2) 日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措
置を促進する方策の調査研究を行うこと。

(3) 前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び
提供を行うこと。

(4) 日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情報の
収集及び提供を行うこと。

(5) 地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに
対する指導その他の援助を行うこと。

(6) 前各号の事業に附帯する事業
３ 環境大臣は、第１項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
４ 前条第４項、第５項及び第７項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第４項中「都道府

県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第５項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「第１項」とあ
るのは「次条第１項」と、同条第７項中「第１項」とあるのは「次条第１項」と読み替えるものとする。
（地球温暖化対策地域協議会）

第４０条 地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図る
ための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議するた
め、地球温暖化対策地域協議会（以下「地域協議会」という。）を組織することができる。

２ 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重し
なければならない。

３ 前２項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
（環境大臣による地球温暖化防止活動の促進）

第４１条 環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及
び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。

第５章 森林等による吸収作用の保全等
第４２条 政府及び地方公共団体は、地球温暖化対策計画に定められた温室効果ガスの吸収の量に関する目標を達成するた

め、森林・林業基本法（昭和３９年法律第１６１号）第１１条第１項に規定する森林・林業基本計画その他の森林の整
備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るもの
とする。

第６章 割当量口座簿等
（割当量口座簿の作成等）

第４３条 環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第７条４に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定（以下「割
当量の計算方法に関する国際的な決定」という。）に従い、割当量口座簿を作成し、算定割当量の取得、保有及び移転
（以下「算定割当量の管理」という。）を行うための口座（以下「管理口座」という。）を開設するものとする。

２ 割当量口座簿は、その全部を磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物
を含む。以下同じ。）をもって調製するものとする。

（算定割当量の帰属）
第４４条 算定割当量の帰属は、この章の規定による割当量口座簿の記録により定まるものとする。

（割当量口座簿の記録事項）
第４５条 割当量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。

(1) 国の管理口座
(2) 国内に本店又は主たる事務所（以下「本店等」という。）を有する法人（以下「内国法人」という。）の管理口座

２ 前項第２号の管理口座は、当該管理口座の名義人（当該管理口座の開設を受けた者をいう。以下「口座名義人」という。）
ごとに区分する。

３ 第１項第２号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。
(1) 口座名義人の名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項
(2) 保有する算定割当量の種別（第２条第６項各号の種別をいう。以下同じ。）ごとの数量及び識別番号（算定割当量

を１単位ごとに識別するために京都議定書の締約国又は気候変動に関する国際連合枠組条約の事務局（以下「事務
局」という。）により付された文字及び数字をいう。以下同じ。）

(3) 前号の算定割当量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
(4) その他政令で定める事項
（管理口座の開設）

第４６条 算定割当量の管理を行おうとする内国法人は、環境大臣及び経済産業大臣による管理口座の開設を受けなければ
ならない。

２ 管理口座は、１の内国法人につき１に限り開設を受けることができるものとする。
３ 管理口座の開設を受けようとする内国法人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省

令で定める事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
４ 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他環境省令・経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
５ 環境大臣及び経済産業大臣は、第３項の規定による管理口座の開設の申請があった場合には、当該申請書又はその添付

書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、管理口座を開設しなければならない。
６ 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により管理口座を開設したときは、遅滞なく、当該管理口座において算定割

当量の管理を行うために必要な事項をその口座名義人に通知しなければならない。
（変更の届出）

第４７条 口座名義人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項に変更が
あったときは、遅滞なく、その旨を環境大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

２ 前項の届出があった場合には、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。
３ 前条第６項の規定は、前項の記録の変更について準用する。

（振替手続）
第４８条 算定割当量の取得及び移転（以下「振替」という。）は、この条に定めるところにより、環境大臣及び経済産業

大臣が、割当量口座簿において、当該算定割当量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
２ 算定割当量の振替の申請は、振替によりその管理口座において減少の記録がされる口座名義人が、環境大臣及び経済産

業大臣に対して行うものとする。
３ 前項の申請をする口座名義人（以下「申請人」という。）は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければなら

ない。
(1) 当該振替において減少又は増加の記録がされるべき算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号
(2) 当該振替により増加の記録がされるべき管理口座（以下「振替先口座」という。）
(3) 振替先口座が国の管理口座である場合には、当該振替の目的が次の各号のいずれに該当するかの別

イ 取消し（割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、算定割当量を京都議定書第３条の規定に基づく約
束の履行に用いることができない状態にすることをいう。）

ロ 次条第２項の義務を履行する目的
ハ イ及びロに掲げる目的以外の目的

４ 第２項の申請があった場合には、環境省令・経済産業省令で定める場合を除き、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞な
く、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 申請人の管理口座の前項第１号の算定割当量についての減少の記録
(2) 振替先口座の前項第１号の算定割当量についての増加の記録

５ 事務局から割当量口座簿における管理口座への算定割当量の振替を行う旨の通知があった場合には、割当量の計算方法
に関する国際的な決定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該管理口座の当該算定割当量についての増加の記録
をするものとする。

６ 算定割当量の振替は、第２項から前項までの規定によるもののほか、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、
環境大臣及び経済産業大臣に対する官庁又は公署の嘱託により行うことができる。
（植林事業に係る認証された排出削減量に係る措置）

第４９条 環境大臣及び経済産業大臣は、植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定（京都議定書第１２
条３(b)に規定する認証された排出削減量のうち新規植林事業又は再植林事業から生ずるものの取扱いに関する国際的
な決定をいう。以下この項において同じ。）に基づき、事務局から特定認証排出削減量（京都議定書第１２条３(b)に
規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に基づくものであ
って、環境省令・経済産業省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）に係る森林の滅失等に伴う措置を求
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める通知があった場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該通知に係る特定認証排出削減量を保
有する口座名義人に対し、期限を定めて、当該通知に係る特定認証排出削減量又は当該通知に係る特定認証排出削減量
と同量の算定割当量（環境省令・経済産業省令で定めるものを除く。次項において同じ。）の国の管理口座への移転を
求める旨の通知をするものとする。

２ 前項の通知を受けた口座名義人は、移転の期限までに、当該通知に係る特定認証排出削減量又は当該通知に係る特定認
証排出削減量と同量の算定割当量の国の管理口座への移転を行わなければならない。
（算定割当量の譲渡の効力発生要件）

第５０条 算定割当量の譲渡は、第４８条の規定に基づく振替により、譲受人がその管理口座に当該譲渡に係る算定割当量
の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。
（質権設定の禁止）

第５１条 算定割当量は、質権の目的とすることができない。
（算定割当量の信託の対抗要件）

第５２条 算定割当量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその管理口座において第４５
条第３項第３号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
（保有の推定）

第５３条 国又は口座名義人は、その管理口座における記録がされた算定割当量を適法に保有するものと推定する。
（善意取得）

第５４条 第４８条（第５項を除く。）の規定に基づく振替によりその管理口座において算定割当量の増加の記録を受けた
国又は口座名義人は、当該算定割当量を取得する。ただし、国又は当該口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、
この限りでない。
（割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求）

第５５条 口座名義人は、環境大臣及び経済産業大臣に対し、割当量口座簿の自己の管理口座に記録されている事項を証明
した書面の交付を請求することができる。
（勧告及び命令）

第５６条 環境大臣及び経済産業大臣は、正当な理由がなくて第４９条第２項に規定する国の管理口座への移転を行わない
口座名義人があるときは、当該口座名義人に対し、期限を定めて、その移転を行うべき旨の勧告をすることができる。

２ 環境大臣及び経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた口座名義人が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を
とらなかったときは、当該口座名義人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ
る。
（環境省令・経済産業省令への委任）

第５７条 この章に定めるもののほか、割当量口座簿における管理口座の開設及び算定割当量の管理その他この章の規定の
施行に関し必要な事項は、環境省令・経済産業省令で定める。

第７章 雑則
（措置の実施の状況の把握等）

第５８条 政府は、地方公共団体及び民間団体等が温室効果ガスの排出の抑制等のための措置（他の者の温室効果ガスの排
出の抑制等に寄与するための措置を含む。）の実施の状況を自ら把握し、及び評価することに資するため、把握及び評
価の手法の開発並びにその成果の普及に努めるものとする。
（温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進）

第５９条 政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進その他の温室効果ガスの排
出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
（この法律の施行に当たっての配慮）

第６０条 環境大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の
管理口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するよう適切な配
慮をするものとする。
（関係行政機関の協力）

第６１条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、温室効果ガ
スの排出の抑制等に資する施策の実施に関し、地球温暖化対策の推進について必要な協力を求めることができる。

２ 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、必要な資料の提出
又は説明を求めることができる。
（手数料）

第６２条 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならな
い。
(1) 第３０条第１項のファイル記録事項の開示を受ける者
(2) 第４６条第３項の管理口座の開設の申請をする者
(3) 第４８条第２項の振替の申請をする者
(4) 第５５条の書面の交付を請求する者
（磁気ディスクによる報告等）

第６３条 事業所管大臣は、第２６条第１項の規定による報告、第２７条第１項の請求又は第３２条第１項の規定による提
供については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせることができる。

２ 事業所管大臣は、第２７条第３項又は第４項の規定による通知については、政令で定めるところにより、磁気ディスク

により行うことができる。
３ 主務大臣は、第３０条第１項（第３２条第６項において準用する場合を含む。）の請求又は第３１条（第３２条第６項

において準用する場合を含む。）の規定による開示については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わ
せ、又は行うことができる。
（経過措置）

第６４条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合
理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
（主務大臣等）

第６５条 この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。
２ この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
３ 内閣総理大臣は、この法律による権限（金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に

委任する。
４ この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
５ 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第３項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委

任することができる。
第８章 罰則

第６６条 第４６条第３項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、５０万円以下の罰金に処する。
２ 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第６７条 第３８条第６項の規定に違反した者は、３０万円以下の罰金に処する。
第６８条 次の各号のいずれかに該当する者は、２０万円以下の過料に処する。

(1) 第２６条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第４７条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第５６条第２項の規定による命令に違反した者

附 則 抄
（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第１条、
第２条第１項、第２項及び第４項並びに第３条から第６条までの規定は、公布の日から施行する。
（検討）

第２条 政府は、京都議定書第１２条１に規定する低排出型の開発の制度を活用するための制度の在り方について検討を加
え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第３条 政府は、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、
投資、製品等の利用その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事
業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

２ 政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な
施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第４条 政府は、平成３１年までに、長期的展望に立ち、国際的に認められた知見を踏まえ、この法律の施行の状況につい
て検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

――――――――――
○中央省庁等改革関係法施行法（平成１１年法律１６０号） 抄

（処分、申請等に関する経過措置）
第１３０１条 中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」と総称する。）の施行前に法令の規定により従

前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるも
ののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、
許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

２ 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に
別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の
国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

３ 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない
とされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがある
もののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対し
て報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、
改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
（罰則に関する経過措置）

第１３０３条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）

第１３４４条 第７１条から第７６条まで及び第１３０１条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほ
か、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附 則 （平成１１年法律第１６０号） 抄
（施行期日）
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第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成１３年１月６日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
(1) 第９９５条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る

部分に限る。）、第１３０５条、第１３０６条、第１３２４条第２項、第１３２６条第２項及び第１３４４条の規定
公布の日

――――――――――
附 則 （平成１４年法律第６１号）

この法律は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、
第１６条を第３２条とし、第１５条を第３１条とし、第１４条を第３０条とする改正規定、第１２条の次に２条、１章、章
名及び１条を加える改正規定（第２６条、第２７条及び第２９条に係る部分に限る。）並びに第１１条及び第１０条の改正
規定は、公布の日から施行する。

（効力を生ずる日＝平成１７年２月１６日）
附 則 （平成１７年法律第６１号） 抄

（施行期日）
第１条 この法律は、平成１８年４月１日から施行する。

（経過措置）
第２条 この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条の２第１項の規定は、平成１９年度以降に行

う同項に規定する報告について適用する。
附 則 （平成１７年法律第９３号） 抄

（施行期日）
第１条 この法律は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、附則第１６条の規定は、この法律の公布の日又は地球温

暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成１７年法律第６１号）の公布の日のいずれか遅い日から施行
する。

（この法律の公布の日＝平成１７年８月１０日）
――――――――――

○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第５０号） 抄

（罰則に関する経過措置）
第４５７条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）

第４５８条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定
める。
附 則 （平成１８年法律第５０号） 抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
（施行の日＝平成２０年１２月１日）

――――――――――
附 則 （平成１８年法律第５７号）

この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第２条、第３
条、第７条及び第８条の改正規定は、公布の日から施行する。

（平成１８年政令第３９６号で平成１９年３月１日から施行）
附 則 （平成２０年法律第４７号） 抄

（施行期日）
第１条 この法律は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、附則第５条の規定はこの法律の公布の日から、第２条並

びに次条並びに附則第３条、第８条及び第９条の規定は平成２２年４月１日から施行する。
附 則 （平成２０年法律第６７号）

（施行期日）
第1条 この法律は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。
(1) 第８条、第９条及び第２１条の改正規定、同条を第２０条の３とし、同条の次に４条を加える改正規定（第２０条

の４に係る部分に限る。）、第２９条及び第３４条の改正規定、同条の次に１条を加える改正規定、第３５条の改正
規定、第４０条の次に１条を加える改正規定並びに第４７条及び第５０条の改正規定 公布の日

(2) 第２０条の３の次に４条を加える改正規定（第２０条の５から第２１条までに係る部分に限る。） 公布の日から
起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日
（平成２０年政令第３７６号で平成２０年１２月１２日から施行）

(3) 第２３条から第２６条まで及び第４９条の改正規定 公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令
で定める日
（平成２１年政令第１５２号で平成２１年６月１２日から施行）

（温室効果ガス算定排出量の報告に関する経過措置）
第２条 この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条の２から第２１条の４まで及び第２１条の

１０の規定は、平成２２年度以降において報告すべき同法第２１条の２第３項に規定する温室効果ガス算定排出量につ
いて適用し、平茂２１年度において報告すべき同項に規定する温室効果ガス算定排出量については、なお従前の例によ
る。
（罰則に関する経過措置）

第３条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施
行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）

第４条 前２条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 （平成２３年法律第７４号） 抄

（施行期日）
第１条 この法律は、公布の日から起算して２０日を経過した日から施行する。

附 則 （平成２５年法律第１８号)
（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。ただし、第２条第３項に１号を加える改正規定は、平成２７年４月１日から施行
する。
（政令への委任）

２ この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 （平成２５年法律第２５号） 抄

（施行期日）
第１条 この法律は、公布の日から起算して１年３月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（平成２５年政令第３６９号で平成２６年４月１日から施行）
附 則 （平成２６年法律第４２号） 抄

（施行期日）
第１条 この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 目次の改正規定（「／第２節 中核市に関する特例／第３節 特例市に関する特例／」を「第２節 中核市に関す

る特例」に改める部分に限る。）、第２５２条の２２第１項の改正規定、第２編第１２章第３節を削る改正規定、第
２６０条の３８を第２６０条の４０とする改正規定及び第２６０条の３７の次に２条を加える改正規定並びに次
条、附則第３条、第３３条、第３４条、第４０条、第４１条、第４５条から第４８条まで、第５１条、第５２条、
第５４条、第５５条、第５８条、第５９条、第６３条、第６４条、第６８条、第６９条及び第７１条から第７５条
までの規定 平成２７年４月１日

（地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第５９条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第２０条の３第３項の規

定の適用については、同項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の
一部を改正する法律（平成２６年法律第４２号)附則第２条に規定する施行時特例市」とする。
附 則 (平成２８年法律第５０号) 抄

（施行期日）
第１条 この法律は、公布の日から施行する。

（経過措置）
第２条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律（次項において「旧法」

という。）第８条第１項の規定に基づく地球温暖化対策計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関す
る法律（次項において「新法」という。）第８条第１項の規定に基づく地球温暖化対策計画が定められるまでの間、同
項の規定に基づく地球温暖化対策計画とみなす。

２ この法律の施行の際現に存する旧法第２０条の３第１項及び第３項の規定に基づく地方公共団体実行計画は、新法第２
１条第１項及び第３項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団
体実行計画とみなす。
（政令への委任）

第６条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則（平成３０年法律第４５号） 抄

（施行期日）
第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（平成３０年政令第３２７号で平成３０年１２月１日から施行）


